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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

２

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
項
中
「
第
六
十
六
条
の
五
」
を
「
第
六
十
六
条
の
六
」
に
、「
第
六
十
六
条
の
六
」
を
「
第
六
十
六
条
の

七
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

３

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
六
十
五
条
の
八
」
を
「
第
六
十
五
条
の
七
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
中
「
第
六
十
五
条
の
八
」
を
「
第
六
十
五
条
の
七
」
に
改
め
る
。

別
紙
中
第
38
の
２
を
第
38
の
３
と
し
、
第
38
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
38の
２
ミ
ャ
ン
マ
ー

１
取
扱
地
域

郵
便
番
号

Ｙ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
Ｎ

K
y
a
u
k
ta
d
a

11181

L
a
th
a

11181

S
e
ik
k
a
n

11181

L
a
n
m
a
d
a
w

11131

D
a
g
o
n

11191

M
in
g
a
la
r
T
a
u
n
g
n
y
u
n
t

11221

B
o
ta
h
ta
u
n
g

11161

P
a
b
e
d
a
n

11141

P
a
z
u
n
d
a
u
n
g

11171

K
a
m
a
y
u
t

11041

H
la
in
g

11051

A
h
lo
n
e

11121

M
a
y
a
n
g
o
n

11061

K
y
im

y
in
d
in
e

11101

S
a
n
c
h
a
u
n
g

11111

Y
a
n
k
in

11081

B
a
h
a
n

11201

T
a
m
w
e

11211

T
h
a
k
e
ta

1
1
2
3
1

T
h
in
g
u
n
g
y
u
n

1
1
0
7
1

D
a
w
b
o
n

11241

S
o
u
th

O
k
k
a
la
p
a

11091

２
郵
便
物
の
大
き
さ
の
最
大
限
度
及
び
重
量
の
制
限

\
大
き
さ
の
最
大
限
度

長
さ

1•
5メ
ー
ト
ル
、
長
さ
と
長
さ
以
外
の
方

向
に
計
っ
た
最
大
の
横
周
と
の
合
計
３
メ
ー
ト
ル

]
重
量
の
制
限

10
‰

３
税
関
検
査
に
必
要
な
記
載
及
び
書
類

\
業
務
用
書
類
を
送
る
場
合

税
関
票
符
又
は
税
関
告
知
書
１
通

]
そ
の
他
の
物
品
を
送
る
場
合

税
関
票
符
又
は
税
関
告
知
書
１
通

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
号

国
際
電
子
郵
便
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

九
年
郵
政
省
令
第
四
十
四
号
）
第
四
条
及
び
第
六
条
第
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百

五
十
二
号
（
国
際
電
子
郵
便
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
第

四
条
の
国
際
電
子
郵
便
の
取
扱
い
を
行
う
国
又
は
地
域
及

び
第
六
条
第
七
項
の
名
あ
て
国
に
お
け
る
国
際
電
子
郵
便

物
の
配
達
方
法
並
び
に
第
六
条
第
一
項
の
郵
便
局
を
定
め

る
等
の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
四

年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日総

務
大
臣

片
山
虎
之
助

一
の
表
台
湾
の
項
を
削
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
九
号

国
際
郵
便
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
郵
政
省
令
第
三
号
）

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
年
郵
政

省
告
示
第
三
百
六
十
号
（
国
際
ス
ピ
ー
ド
郵
便
の
取
扱
い

を
行
う
国
、
郵
送
が
認
め
ら
れ
な
い
物
品
、
郵
便
物
の
大

き
さ
及
び
重
量
そ
の
他
の
利
用
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日総

務
大
臣

片
山
虎
之
助

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
一
号

市
町
の
境
界
変
更

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
喜
多
方
市
と
耶
麻

郡
塩
川
町
と
の
境
界
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
、
福
島

県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日総

務
大
臣

片
山
虎
之
助

喜
多
方
市
に
編
入
す
る
区
域

耶
麻
郡
塩
川
町
大
字
源
太
屋
敷
字
舘
ノ
北
一
二
六
の
四

の
一
部
、
一
八
七
の
一
部
、
大
字
新
江
木
字
向
千
刈
二
〇

の
一
部
、
大
字
三
吉
字
大
道
畑
五
三
の
一
部
、
字
反
田
七

七
、
一
〇
八
及
び
大
字
源
太
屋
敷
字
村
北
二
二
に
隣
接
す

る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

耶
麻
郡
塩
川
町
に
編
入
す
る
区
域

喜
多
方
市
豊
川
町
高
堂
太
字
西
前
田
二
三
一
八
の
二
の

一
部
、
二
三
五
〇
の
一
の
一
部
、
二
三
五
〇
の
二
、
二
三

七
三
か
ら
二
三
七
六
ま
で
の
各
一
部
、
字
東
上
川
原
二
六

一
九
の
二
、
二
六
一
九
の
三
、
二
六
二
〇
の
一
、
二
六
二

〇
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
西
前
田
二
三
五
一
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号

市
町
の
境
界
変
更

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
静
岡
県
御
殿
場
市
と
駿
東

郡
小
山
町
と
の
境
界
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
、
静
岡

県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日総

務
大
臣

片
山
虎
之
助

御
殿
場
市
に
編
入
す
る
区
域

駿
東
郡
小
山
町
大
字
上
古
城
字
鬼
塚
一
〇
六
の
四
、
一

〇
六
の
五
、
一
〇
七
の
六
、
一
〇
八
の
四
、一
〇
八
の
五
、

一
〇
九
の
二
、
一
〇
九
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一

〇
九
の
一
の
一
部
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一

部
、
字
南
澤
一
一
〇
の
二
、
一
一
一
の
一
か
ら
一
一
一
の

五
ま
で
、
一
一
二
、
一
一
三
の
一
、
一
一
三
の
四
、
一
一

三
の
五
、
一
一
四
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
、
字
高
杉
一
四

二
の
六
、
一
四
四
の
三
、
一
四
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
三

八
の
四
の
一
部
、
一
三
八
の
五
、
一
三
九
、一
四
二
の
一
、

一
四
三
の
一
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

駿
東
郡
小
山
町
に
編
入
す
る
区
域

御
殿
場
市
大
字
古
沢
字
井
戸
尻
三
五
五
の
二
、
字
北
原

三
六
四
の
一
、
三
六
四
の
五
、
三
六
五
の
一
一
、
三
六
五

の
一
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部
、
字
小
太
郎
地
四
二
六
の
二
か
ら
四
二
六
の

四
ま
で
、
字
野
田
四
五
八
の
一
、
四
五
九
の
一

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
三
号

市
町
の
境
界
変
更

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
滋
賀
県
彦
根
市
と
犬
上
郡

甲
良
町
と
の
境
界
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
、
滋
賀
県

知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日総

務
大
臣

片
山
虎
之
助

彦
根
市
に
編
入
す
る
区
域

犬
上
郡
甲
良
町
大
字
尼
子
字
甲
ˆ
二
三
五
〇
の
二
、
二

三
五
一
の
一
、
字
具
足
田
二
三
五
三
の
二
、
二
三
九
五
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
一
部

犬
上
郡
甲
良
町
に
編
入
す
る
区
域

彦
根
市
出
町
字
東
町
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
三
の

二
か
ら
一
三
の
四
ま
で
、
一
六
の
一

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
四
号

市
町
の
境
界
変
更

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿
児
島
県
大
口
市
と
伊
佐

郡
菱
刈
町
と
の
境
界
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
、
鹿
児

島
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日総

務
大
臣

片
山
虎
之
助

大
口
市
に
編
入
す
る
区
域

伊
佐
郡
菱
刈
町
大
字
荒
田
字
場
ノ
木
二
九
二
八
の
一

部
、
二
九
二
九
の
二
の
一
部

伊
佐
郡
菱
刈
町
に
編
入
す
る
区
域

大
口
市
大
字
針
持
字
前
原
八
一
〇
、
八
一
〇
の
一
の
一

部
、
八
五
五
の
一
部

œ


